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妊婦健康診査事業

乳児家庭全戸訪問事業
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　近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化しています。また、
出産に伴う女性の就労継続も依然として厳しい状況にあるなど、子育て家庭を取り巻く社会や経済の環境の変化に
よって、子育ての負担や不安、孤立感が高まっている状況です。
　国においては、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の充実等のため、
平成24年８月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法
の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる「子ども・子育て関連３法」を制定し、「子ど
も・子育て支援新制度」が創設されました。また、「次世代育成支援対策推進法」は、引き続き期限を区切った集中的・計
画的な対策の推進・強化のため、平成37年３月31日までの10年間の延長とされました。
　本町においては、これまで推進してきた「次世代育成支援行動計画」を継承しながら、子ども・子育て支援法に基づい
た市町村計画の内容を新たに盛り込み、より手厚い次世代育成支援を推進するために「湯河原町子ども・子育て支援
事業計画」を策定します。

　平成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づく制度で、平成27年度からスタートします。

　子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定したうえで、
給付を支給する仕組みとなっています。

　本計画の期間は、法律に基づき、平成27年度から平成31年度までの５年間です。
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サービス利用者の視点サービス利用者の視点333 地域特性の視点地域特性の視点

社会全体による支援の視点444444444

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前児童（保育を必要とする子ども）

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前児童（保育を必要とする子ども）

満３歳以上の学校教育のみの就学前児童（保育の必要性なし）１号認定
２号認定
３号認定

認定区分 対象者

子ども・子育て支援給付

■現金給付
　　●児童手当

■教育・保育給付
　　●施設型給付
　　　・認定こども園
　　　・幼稚園
　　　・保育所

　　●地域型保育給付
　　　・小規模保育
　　　・家庭的保育
　　　・居宅訪問型保育
　　　・事業所内保育

子ども・子育て支援給付
① 利用者支援事業
② 地域子育て支援拠点事業
③ 一時預かり
④ 乳児家庭全戸訪問事業
⑤ 養育支援訪問事業その他要支援児童、
　　要保護児童等の支援に資する事業
⑥ ファミリー・サポート・センター事業
⑦ 子育て短期支援事業
⑧ 延長保育事業
⑨ 病児・病後児保育事業
⑩ 放課後児童クラブ
⑪ 妊婦健診
⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
⑬ 多様な主体が本制度に参入することを
　　促進するための事業

新制度の主なポイント

●認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給
付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付
　（「地域型保育給付」）の創設

●認定こども園制度の改正（幼保連携型認定こども
園の改善等）
　●幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督

の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置
づけ

　●認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

●地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者
支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ
　などの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実

●市町村が実施主体
　●市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・

事業を実施
　●国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

●政府の推進体制
　●制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府

に子ども・子育て本部を設置）

●子ども・子育て会議の設置
　●国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、

子育て当事者、子育て支援当事者等が、子育て支援
政策プロセス等に参画・関与することができる仕組み
として、子ども・子育て会議を設置

　●　●市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）
の設置努力義務

計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨 新制度の概要新制度の概要新制度の概要

計画の基本理念計画の基本理念計画の基本理念

計画の視点計画の視点計画の視点

計画期間計画期間計画期間

１ ２



　近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化しています。また、
出産に伴う女性の就労継続も依然として厳しい状況にあるなど、子育て家庭を取り巻く社会や経済の環境の変化に
よって、子育ての負担や不安、孤立感が高まっている状況です。
　国においては、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の充実等のため、
平成24年８月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法
の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる「子ども・子育て関連３法」を制定し、「子ど
も・子育て支援新制度」が創設されました。また、「次世代育成支援対策推進法」は、引き続き期限を区切った集中的・計
画的な対策の推進・強化のため、平成37年３月31日までの10年間の延長とされました。
　本町においては、これまで推進してきた「次世代育成支援行動計画」を継承しながら、子ども・子育て支援法に基づい
た市町村計画の内容を新たに盛り込み、より手厚い次世代育成支援を推進するために「湯河原町子ども・子育て支援
事業計画」を策定します。

　平成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づく制度で、平成27年度からスタートします。

　子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定したうえで、
給付を支給する仕組みとなっています。

　本計画の期間は、法律に基づき、平成27年度から平成31年度までの５年間です。

計画の概要計画の概要計画の概要計画の概要 子ども・子育て支援新制度とは子ども・子育て支援新制度とは子ども・子育て支援新制度とは子ども・子育て支援新制度とは

自然とやさしさの中で健やかに
子どもが育つまち
とととややややややや ししししししししししししししししし 中中中中中中中中ででででででででででで やややか
子子子子子子子子 ももももももももももも

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H31
年度

見直し

計画
策定

次世代育成支援行動計画（後期計画）

子ども・子育て支援事業計画

子どもの視点子ど子ど子ど子ど子ど子子ど子 ものものものものものものものもの視点視点視点視点視点視点視点視点子どもの視点子どもの視点111111111 すべての子どもと家庭への視点

次代の親の育成という視点次代次代次代次代代次代代次代のののの のののの 成と成と成とととととといういういういういういういういう視点視点視点視点視点視点視点次代の親の育成という視点22222 地域における社会資源の効果的な活用の視点地域地域地域地域域におにおにおにおにおにに けるけるけるけるけるるけける社会社会社会社会社会社社社 効効効効効の 果的果 ななななな活な活 のののののの視点視点視点点視点視点視点地域における社会資源の効果的な活用の視点

サービス利用者の視点サービス利用者の視点333 地域特性の視点地域特性の視点

社会全体による支援の視点444444444

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前児童（保育を必要とする子ども）

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前児童（保育を必要とする子ども）

満３歳以上の学校教育のみの就学前児童（保育の必要性なし）１号認定
２号認定
３号認定

認定区分 対象者

子ども・子育て支援給付

■現金給付
　　●児童手当

■教育・保育給付
　　●施設型給付
　　　・認定こども園
　　　・幼稚園
　　　・保育所

　　●地域型保育給付
　　　・小規模保育
　　　・家庭的保育
　　　・居宅訪問型保育
　　　・事業所内保育

子ども・子育て支援給付
① 利用者支援事業
② 地域子育て支援拠点事業
③ 一時預かり
④ 乳児家庭全戸訪問事業
⑤ 養育支援訪問事業その他要支援児童、
　　要保護児童等の支援に資する事業
⑥ ファミリー・サポート・センター事業
⑦ 子育て短期支援事業
⑧ 延長保育事業
⑨ 病児・病後児保育事業
⑩ 放課後児童クラブ
⑪ 妊婦健診
⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
⑬ 多様な主体が本制度に参入することを
　　促進するための事業

新制度の主なポイント

●認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給
付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付
　（「地域型保育給付」）の創設

●認定こども園制度の改正（幼保連携型認定こども
園の改善等）
　●幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督

の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置
づけ

　●認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

●地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者
支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ
　などの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実

●市町村が実施主体
　●市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・

事業を実施
　●国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

●政府の推進体制
　●制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府

に子ども・子育て本部を設置）

●子ども・子育て会議の設置
　●国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、

子育て当事者、子育て支援当事者等が、子育て支援
政策プロセス等に参画・関与することができる仕組み
として、子ども・子育て会議を設置

　●　●市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）
の設置努力義務

計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨 新制度の概要新制度の概要新制度の概要

計画の基本理念計画の基本理念計画の基本理念

計画の視点計画の視点計画の視点

計画期間計画期間計画期間

１ ２











湯河原町　子ども・子育て支援事業計画　概要版
発行日　平成27年３月
発行者　湯河原町福祉部福祉課
〒259-0392　
神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1
TEL　0465-63-2111　FAX　0465-63-2940

７

幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容

地域子ども・子育て支援事業の
量の見込みと確保提供量
地域子ども・子育て支援事業の
量の見込みと確保提供量
地域子ども・子育て支援事業の
量の見込みと確保提供量
地域子ども・子育て支援事業の
量の見込みと確保提供量

－
１
4,312
4,312
1,904
1,904
136
136
659
659
794
794
590
590
170
195
175
175

か所数

延べ利用回数／年

延べ受診回数／年

訪問件数／年

延べ利用者数／年

延べ利用者数／年

延べ利用者数／年

人

人

平成 31年度 単　位
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量

－
１
4,420
4,420
2,100
2,100
150
150
691
691
802
802
638
638
170
195
125
125

利用者支援事業

地域子育て支援拠点事業

妊婦健康診査事業

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

一時預かり事業（幼稚園在園児）

一時預かり事業（幼稚園在園児以外）

学童保育事業
（放課後児童健全育成事業）

放課後子ども教室推進事業

項　目 平成 27年度

82

98

2
58
240

225

420

21
138
804

0

0
0
0

0
0
0

175

175

50

420

21
138
629

143
26
296
19
80
564

学校教育を希望
上記以外
０歳児
１・２歳児

計

平
成
31
年
度

１号認定

２号認定

３号認定

92

53

▲16
40
169

225

400

6
126
757

0

0
0
0

0
0
0

175

175

50

400

6
126
582

133
28
319
22
86
588

学校教育を希望
上記以外
０歳児
１・２歳児

計

平
成
27
年
度

計
画
年
度

１号認定

２号認定

３号認定

利用者区分 　　量の
  見込み 教育・保育

施設

確認を
受けない
幼稚園

地域型
保育事業

認定
こども園

計B

確保の内容B

－B AA

概 要 版概 要 版
平成27年度～平成31年度平成27年度～平成31年度

平成27年３月

湯河原町


	湯河原町概要版_表紙-7_0518
	湯河原町概6_1-2_0520
	湯河原町概6_3-4_0521
	湯河原町概6_5-6_0521
	湯河原町子ども子育て支援事業計画概要版偶数
	湯河原町概要版_表紙-7_0518
	湯河原町概6_1-2_0520
	湯河原町概6_3-4_0521
	湯河原町概6_5-6_0521


